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令 和 ７ 年 １ ０ 月 
      東京税理士会 綱紀監察部 

 綱  紀  保  持  に  つ  い  て  ～ 自 分 自 身 を 守 る た め に ～ 
                   
 
  会員は、税理士法はもちろん、関連する法令、会則、規則等を遵守し、税理士としての品位を保持

しつつ業務を執行すべきことは言うまでもありません。 
  しかし、税理士の品位保持に関する関係法令等は広範囲にわたり、また相互に関係するものですの

で、これを看過したり、解釈を誤ったりして処分の対象となる例が後をたちません。 
 そこで、税理士及び税理士法人として遵守すべき基本的な紀律事項について以下に簡単にまとめま

したので、参考としてください。 
 また、税理士の社会的使命を果たすべく、税理士法関連法令に限らず、諸法令を遵守されるようお

願いします。 
  （注）法－税理士法、省令－税理士法施行規則、基本通達－税理士法基本通達、連合会会則－日本税    

 理士会連合会会則、会則－東京税理士会会則、規則－綱紀規則、会費滞納懲戒規則－会費を滞納する会員の処

分及び懲戒手続等に関する規則、細則－会員の業務の広告に関する細則 
Ⅰ 税理士の使命と倫理 
１．使命（法第 1 条・第 48 条の 16、会則第 37 条・第 38 条、規則第 3 条） 
第 1 条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理

念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現

を図ることを使命とする。  
 会員は、法第１条に規定する税理士の使命の重要性を認識し、その使命のもと職責を果たすため、常

に教養の保持と品性の陶冶に努め、税理士の業務に関連する法令と実務に精通しなければなりません。 
 
２．脱税相談等の禁止（法第 36 条・第 45 条・第 48 条の 16・第 58 条、規則第 19 条、基本通達 45-1

・45-2 ほか） 
 会員は、不正に租税の賦課徴収を免れ、又は還付を受けることについて指示したり、相談に応じたり、

その他これらに類する行為は絶対に行ってはなりません。 
また、会員が相当の注意を怠り、使用人等が行うこれらの行為を防げなかった場合、会員自身が処分

を受けることになります。 
なお法では、脱税相談等の禁止規定（法第 36 条）に違反した者は、３年以下の拘禁刑又は 200 万円以

下の罰金（法第 59 条第 1 項第 2 号）に処せられます（税理士法上最も重い罰則です）。 
 
３．法令会則等の遵守義務（法第 39 条・第 48 条の 16、連合会会則第 60 条、会則第 40 条） 
 会員は、税理士に関する法令、連合会の会則並びに本会の会則及び規則等を誠実に遵守しなければな

りません。 
 
４．非税理士との提携の禁止（法第 37 条の 2・第 48 条の 16・第 52 条・第 53 条第 1 項・同条第 2 項、

・第 59 条第 1 項・第 63 条、連合会会則第 61 条、会則第 44 条・第 44

条の２、規則第 23 条・第 24 条） 
 会員は、直接間接又は有償無償を問わず、法に違反して税理士業務を行っていると認められる非税理

士等と次の関係を結んではなりません。 
 ① 税理士の業務を行うための事務所を共同使用し又は賃貸借すること。 
 ② 業務上のあっ旋を受け又は紹介すること。 
 ③ 実質上の使用人となり又は雇用すること。 
 ④ 業務を代理し、又は業務に関与すること。 
 ⑤ 業務上の便宜を与えること。 
 なお法では、非税理士に対する名義貸しの禁止規定（法第 37 条の 2）に違反した者は、２年以下の拘

禁刑又は 100 万円以下の罰金（法第 59 条第 1 項第 2 号）に処せられます。また非税理士（法第 52 条違

反者）も同様の罰則が科されます。
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５．信用失墜行為の禁止（法第 37 条・第 48 条の 16、会則第 39 条、規則第 12 条） 
 会員は、自己についてはもちろん、税理士一般の信用又は品位を害するような行為をしてはなりませ
ん。中でも、自己脱税、多額かつ反職業倫理的な自己申告漏れ、調査妨害（※）、業務停止中の税理士
への名義貸し、業務け怠、長期会費滞納、その他反職業倫理的行為などは、財務大臣による懲戒処分の
対象となります。 
 ※調査妨害とは、納税者との面接や事務所への立入阻止、調査担当者からの連絡に正当な理由なく応

じない等です。 
 
６．研修受講の義務（法第 39 条の２、連合会会則第 65 条、会則第 59 条、規則第 15 条、研修規則第 

５条） 
 税理士会員は、その資質の向上を図るため、本会及び連合会が行う研修を一事業年度に 36 時間以上受
けなければなりません。 
 
 
Ⅱ 業務執行上の義務 
１．税務代理の権限の明示（法第 30 条・第 31 条・第 48 条の 16、省令第 15 条、規則第 7 条、基本通

達 31-1） 
 会員は、税務代理をする場合には、その権限を有することを証する書面（税務代理権限証書）を税務
官公署に提出しなければなりません。また、税理士でない者に税務調査の立会いを行わせてはなりませ
ん。なお、不服申立ての取下げ、代理人の選任については、別途、委嘱者より個別に委任を受けなけれ
ばなりません。 
 
２．税理士証票の提示及び定期交換（法第 32 条、省令第 13 条第 4 項、会則第 43 条・第 43 条の 2、

規則第 8 条） 
(1)税理士会員は、税理士業務を行うときは、常に税理士証票を携行し、税理士会員章（税理士バッジ）

を着用しなければなりません。また、税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税
務代理に係る税理士が税務官公署の職員と面接するときは、当該税理士は税理士証票を提示しなけれ
ばなりません。 

(2)税理士会員は、税理士証票の交付日から 10 年を経過した時は、税理士証票の交換を申請しなければ
なりません。 

 
３．署名の義務（法第 33 条・第 33 条の 2、省令第 16 条、規則第 9 条、基本通達 33-1） 
 会員は、税務書類を作成して税務官公署に提出する場合には、当該税務書類に署名した上、税理士で
ある旨等を付記しなければなりません。この場合の署名は自署でなければならず、ゴム印等による記名
ではないことに注意してください。 
 
４．帳簿作成の義務（法第 41 条・第 48 条の 16、省令第 19 条、連合会会則第 64 条、会則第 41 条、

規則第 16 条、基本通達 41-1） 
  会員は、税理士業務に関して帳簿を作成して、委嘱者別に、かつ１件ごとに、税務代理、税務書類の
作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載し、閉鎖後５年間保存しなければならないこととされて
います。帳簿の標準様式は連合会で定めることとなっており、また財務省令に定めるところにより、電
磁的記録をもって作成することができます。 
 
５．所属税理士の業務執行（法第 2 条第 3 項・第 33 条、省令第 1 条の 2・第 8 条・第 16 条・第 18 条、

規則第 6 条の 2） 
 所属税理士は、使用者である税理士又は税理士法人の補助業務を行います。ただし、一定の手続をし
た上で他人の求めに応じて自ら委嘱を受けて税理士の業務に従事することができます。なお、所属税理
士であっても（登録区分にかかわらず）、税理士としての専門家責任に差異はありません。 
  
６．使用人等に対する監督義務（法第 41 条の 2・第 48 条の 16・第 54 条、会則第 42 条、規則   
              第 17 条） 
 会員は、税理士業務を適正に遂行するため、使用人等（専従者を含む。）を監督しなければなりませ
ん。監督義務を全うするよう使用人等の十分な指導・教育に努めてください。 
 なお、この監督義務は使用人等が事務を行う場所によって異なることはないため、対面による監督が
できない場合は、情報通信技術の利用などにより適切な監督を行う必要があります。 
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Ⅲ 税理士事務所等 
◇ 事務所の設置（法第 40 条・第 48 条の 12・第 49 条の 6、省令第 18 条、基本通達 40-1・40-2・48

の 12-1） 
(1)税理士会員（社員税理士及び所属税理士を除く。）及び税理士法人会員は、税理士業務を行うための

事務所を設けなければなりません。 
 ただし、① 税理士会員は、連絡所、分室その他いかなる名称によっても、登録された所在地   

        （本拠）以外の場所を外部に対し表示してはなりません（増設事務所の禁止）。 
②  税理士法人会員は、主たる事務所以外に従たる事務所を設けることができます   

         が、その事務所の所在する税理士会の会員である社員税理士の常駐が必要です。 
(2)税理士会員（社員税理士及び所属税理士を除く。）は、その事務所に税理士事務所の名称及び会員門

標を見やすいところに掲示しなければなりません。 
(3)税理士法人会員は、その事務所に税理士法人の名称及び主たる（従たる）事務所である旨の税理士法

人会員証を見やすいところに掲示しなければなりません。 
(4)社員税理士及び所属税理士である税理士会員は、所属する税理士法人の事務所又は従事する税理士事

務所以外に、自己の税理士業務を行う事務所を設けることはできません。 
 
 
Ⅳ 委嘱者との関係 
１．委嘱者との信頼関係の保持と直接受任（会則第 37 条、規則第 10 条） 
 会員は、委嘱者との信頼関係を保持するため、委嘱者との契約を忠実に守り、紛議を生じないよう努
めるとともに、委嘱者から直接、業務の委嘱を受けなければなりません。また会員は、委嘱された業務
を終了したとき、委嘱契約を解除したとき、又は受任中であっても委嘱者から返還の請求があったとき
は、委嘱者の所有に係る帳票書類を返還しなければなりません。 
 
２．秘密保持（法第 38 条・第 54 条・第 59 条、規則第 13 条、基本通達 38-1～38-4） 
 会員は、正当な理由（本人の許諾又は法令に基づく義務）がなくて、業務上知り得た秘密を他に洩ら
し、又は自己若しくは第三者のために利用してはなりません。また、使用人等の秘密保持についても十
分留意しなければなりません。 
 これに違反した者は、２年以下の拘禁刑又は 100 万円以下の罰金（法第 59 条第１項第３号）に処せら
れます。 
 
３．報酬額の提示及び報酬算定基準の作成（規則第 27 条） 
 会員は、税理士報酬を請求するときは、合理的な算定根拠によるものでなければなりません。また、
報酬算定基準を予め定め、報酬に関する委嘱者の質問に答える用意がなければなりません。 
 算定基準は事前に提示し理解を得るように努めることが望ましいです。 
 
４．業務侵害の禁止（規則第 25 条） 
 会員は、直接間接を問わず他の会員の業務を不当又は不公正な方法によって侵害するような行為をし
てはなりません。 
 
５．業務の広告（規則第 22 条、細則全条） 
  会員は、自己の業務について、法令等に違反せず、また税理士の信用・品位を損なわない範囲で広告

をすることができます。ただし、事実でない広告、誤導・誤認や不安をあおるおそれがある広告、他の

会員との比較広告をすることはできません。 
 また広告中で、①税務行政庁在職時の具体的役職名（管轄地域名を冠した官公署名と役職名の併記）

を表示すること、②書面による同意がなく委嘱者の氏名・名称と委嘱された業務の内容を表示すること、

③社会的儀礼の範囲を超えた有価物等の利益を供与することは禁止されています。 
 なお、広告をした会員は、広告が終了したときから３年間、広告物又はその複製、写真等当該広告物

に代わる記録（電磁的記録等を含む）を保存しなければなりません。 
  さらに、本会の定めに反する広告をした会員に対しては、違反行為の中止、排除、改善その他の必要

な措置が命ぜられることとなります。 
 迷惑メール防止の観点から、同意なしの広告メールは原則法律で禁止されています。 
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Ⅴ 税理士会との関係 
１．協力義務等（連合会会則第 66 条、会則第 63 条、規則第 14 条、標準支部規則第 8 条の 3、税務支

援規則第９条ほか） 
 会員は、連合会、本会、支部が実施する税務支援の業務について従事の要請があったときは、病気療

養その他の正当な理由なくこれらを拒むことはできません。 
  なお、社員税理士及び所属税理士は、所属する税理士法人又は従事する税理士が支部から依頼を受け

た事案について、業務を行うことになります。 
 また、会員（社員税理士及び所属税理士を除く。）は、社員税理士及び所属税理士が税務支援に従事

する場合、これに協力しなければなりません。 
 
２．変更登録等（法第 20 条・第 48 条の 13、省令第 11 条の 2、連合会会則第 41 条、会則第 12 条の 3、

基本通達 20-1 ほか） 
(1)税理士会員は、登録を受けた事項（事務所の所在地、氏名、事務所の名称、住所又は本籍など）に変

更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければなりません。開業税理士が税理士法人の社

員となった場合など、登録区分の変更も変更登録が必要になります。 
(2)税理士法人会員は、届け出た事項に変更があったときは、２週間以内に変更事項について本会を経由

して連合会に届け出なければなりません。 
(3)税理士会及び連合会は、必要な変更登録申請を行わない者に対して調査し、指導又は助言を行うこと

ができます。 
 
３．受忍義務（連合会会則第 68 条・第 72 条、会則第 45 条・第 46 条、規則第 31 条・第 32 条） 
 本会若しくは支部又は連合会は、必要があると認めた場合には、会員に対して、その業務について報

告を求め、又は勧告、若しくは指示をすることができることとなっています。また、監督上必要がある

と認めた場合には、本会又は連合会は、会員の業務を調査又は質問をすることがありますが、会員は、

これらの指示等に従い、または調査等に応じなければなりません。 
 
４．会費等の納付義務（会則第 51 条の 2、第 71 条～第 75 条、規則第 21 条、会費滞納懲戒規則全条、 

標準支部規則第 38 条ほか） 
(1)会員は、会則に規定する会費等及び所属する支部の支部規則に規定する支部会費等を所定の期日まで

に納付しなければなりません。期日までに納付がないと、会則に基づき１年間の会員権の全部停止の

処分が行われます。 
(2)継続して５事業年度以上にわたり会費を滞納し、５回以上１年間の会員権の停止の処分を受けた者

は、本会理事会の承認、連合会への諮問を経て財務大臣に通知します。 
 この通知を受けた財務大臣は、当該会員に対し税理士懲戒処分（戒告）を行うこととなります。 
 
 この他、品位保持に関しては、税理士法・同施行令・同施行規則、連合会会則、本会会則・綱紀規

則、会費を滞納する会員の処分及び懲戒手続等に関する規則及び「税理士業務要覧」所収の「品位保

持について」等を精読し、十分ご留意の上、業務を行われますようお願いします。 
 
 
 
                                              
 
                                              
 
                                              
 
                                              
 
                                              

メ モ 
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＜綱紀事案未然防止のためのセルフチェックシート＞ 

 

このセルフチェックシートは、綱紀事案の未然防止を目的として、税理士及び

税理士法人が各事務所の運営状況を改めて確認するために使用するものです。

その結果、税理士法に照らしてひとつでも違反行為が認められた場合には、ご自

身にて速やかに改善を行う必要があります。 

 各会員におかれましては、この機会に税理士法第一条（税理士の使命）を再確

認していただくとともに、納税者の信頼に応えるべく、資質の向上と品位保持に

一層努めていただきますようお願い申し上げます。 

 なお、巻末に各項目の詳細内容についても掲載しております。併せてご確認い

ただければ幸いです。 

 

                         令和７年１０月１日 

                 東 京 税 理 士 会     

                    会 長  加 藤 眞 司 

                    綱紀監察部長  鈴 木 博 史 
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綱紀事案未然防止のためのセルフチェックシート 
 

 
 
 
 
 ※１〜19 は個人・法人の区別なくチェックいただく設問であり、20 及び 21 については法人のみにチ

ェックいただく設問です。 

１．事務所名称・所在地は、税理士名簿の登録事項と一致していますか？ 
    □ 一致している   

□ 一致していない★（※１） 
２．税理士名簿の登録地以外の場所で業務を行い、且つその場所に外部に対する表示（HP

等）をしていませんか？ 
    □ していない    

□ している★（※２） 
３．納税者との業務請負契約書（顧問契約書等）は作成していますか？ 
    □ 全件作成している    

□ 一部のみ作成・作成していない（※３） 
４．納税者とは直接業務請負契約（顧問契約等）をしていますか？ 
    □ 直接契約している   

□ 直接は契約していない★（※４） 
５．税務代理権限証書は提出していますか？ 

    □ 全件提出している   
□ 一部のみ提出・提出していない★（※５） 

６．調査への立ち会いについて（法人の場合は、社員税理士又は所属税理士による立ち会い
について） 

    □ 自ら立ち会っている  
□ 事務所職員に任せきりにしている★（※６） 

７．調査への立ち会いの際に、税理士証票を提示していますか？ 
    □ 提示している   

□ 提示していない★（※７） 
 

① 税理士が記載日現在の状況により確認する。 
② □にチェックを入れる。 
③ セルフチェックの結果、改善すべき事項があった場合には、５頁のメモ欄にその改善策を記入す

る。 
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８．税務書類を作成する際、その申告書等に署名（電子署名を含む）をしていますか？ 
    □ 行っている   

□ ゴム印の使用もしくは記名★（※８） 
９．会計法人や無資格者が作成した申告書等に署名（電子署名を含む）していませんか？ 
    □ 署名していない   

□ 署名している★（※９） 
10. どのような場合に「名義貸し」に該当するか理解していますか？ 
    □ 充分理解している 
    □ 全く・あまり理解していない（※10） 
11．現在の税理士証票（自己・社員税理士・所属税理士全員）は、交付を受けてから 10 年

を経過してしませんか？ 
    □ 経過していない  

□ 経過している★（※11） 
12．業務処理簿を作成していますか？ 
    □ 全て作成している   

□ 一部のみ作成・全部作成していない★（※12） 
13．事務所職員を適切に管理監督する方法として、下記のような体制を整えていますか？ 
  ・ 適宜業務報告（報告・連絡・相談）を受けている 

・テレワーク等を行う際、管理監督できる体制を構築している（サーバークラウド等に 
よるデータの一元管理等が出来ている） 

・守秘義務の遵守やにせ税理士行為の未然防止に対する体制が整っている 
・事務所職員から「税理士法違反行為をしない旨の誓約書」を提出させている 
・関与先へは、税理士が定期的に訪問するなど、事務所職員任せになっていない 
・サーバー・パソコン内に関与先以外のデータが存在しないかなどチェックしている 
・事務所職員に関する服務規程や文書・データ管理に関する規程を書面で定めている 

□ 適切に管理監督出来る体制を構築している 
□ 管理監督体制に不備がある、または事務所職員に任せきりである★（※13） 

14．前年度において、税理士会等が開催する研修を 36 時間以上受講しましたか？(法人にお
いては、社員税理士・所属税理士全員) 

    □ している  
□ していない★（※14） 

15．税理士会及び支部の会費を納付していますか？ 
    □ 納付している  

□ 納付していない★（※15） 
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16．税理士会の支部が主催する例会等に参加していますか？ 
    □ 参加している  

□ 参加していない 
17．事業継続が難しくなった場合などへの備えはされていますか？ 
    □ 備えている  

□ 備えていない（※16） 
18．会計法人を併設していますか？ 
    □ 併設していない  

□ 併設している 
19．【18 において「併設している」と答えた場合】その会計法人の代表者は税理士であり、

且つ持株割合は 50%を超えていますか？ 
    □ はい 

□ いいえ（※17） 
20．【税理士法人用】社員税理士が、税理士法人の関与先以外から個人的に税理士業務を請

負っていませんか？ 
    □ 請負っていない  

□ 請負っている★（※18） 
21．【税理士法人用】支店を設置している場合において、定期的に事業所間の業務を共有す

るための業務報告会等を開催していますか？ 
    □ 開催している  

□ 開催していない★（※19） 
※★が付いている項目に一つでもチェックが付いている場合には、税理士法違反に問われ

る可能性があります。 
 

最近の懲戒処分事由とその件数 

 

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度
故意による不真正税務書類の作成 4件 8件 6件 5件 17件
過失による不真正税務書類の作成 0件 0件 0件 0件 9件
自己脱税 5件 2件 1件 1件 1件
自己申告漏れ 8件 6件 5件 21件 19件
業務懈怠 0件 0件 1件 1件 4件
名義貸し 5件 2件 1件 7件 11件
会費滞納 0件 0件 0件 0件 3件
帳簿作成義務 9件 6件 3件 14件 24件
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◎ 業務改善すべき項目及び内容、改善した年月日をメモしてください！ 

 

 

 

 

（確認日     年   月  日） 

 
※ 継続的に良好な事務所運営を行うため、本セルフチェックシートは利用後に
保存し、経年比較を行うことを推奨いたします！ 

 

 

税理士法上の義務等（税理士が遵守すべき主な義務等） 

税理士法第２条第１項では、税理士の使命の重要性に鑑み、税務に関する一定範囲の業
務を税理士業務（税務代理、税務書類の作成及び税務相談）と定め、これを税理士等の独
占業務とする一方で、税理士等に対して次のような義務を課しています。 
 

① 税務代理の権限の明示（法 30） 
② 税理士証票の提示（法 32） 
③ 署名の義務（法 33） 
④ 脱税相談等の禁止（法 36） 
⑤ 信用失墜行為の禁止（法 37） 
⑥ 非税理士に対する名義貸しの禁止（法 37 の 2） 
⑦ 秘密を守る義務（法 38） 
⑧ 会則を守る義務（法 39） 
⑨ 研修（法 39 の 2） 
⑩ 事務所の設置（法 40） 
⑪ 帳簿作成の義務（法 41） 
⑫ 使用人等に対する監督義務（法 41 の 2） 
⑬ 助言の義務（法 41 の 3）  
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※１ 税理士名簿に登録されている事務所名称・所在地と、実際の事務所名称・所在地が異
なるなど、登録を受けた事項に変更を生じたにもかかわらず変更の登録を申請しなかった
場合には、税理士法第 20 条「変更登録」に違反しますので、遅滞なく申請してください。 

※２ 税理士名簿に登録されていない場所で外部に対する表示をして業務を行うことは、い
わゆる「二ヶ所事務所」に該当し、開業税理士においては税理士法第 40 条第３項に違反
します。税理士法人においては、その住所等に支店設置登記をすると共に、その区域を管
轄する税理士会に所属する社員を常駐させなければ、税理士法第 48 条の 12「社員の常駐」
に違反します。 

※３ 納税者とのトラブルを防止するため、契約書の作成が推奨されます。 
※４ 税理士が関与先から直接税理士業務の委嘱を受けておらず、また、報酬を納税者から

直接収受していない場合には、税理士会綱紀規則（準則）第 10 条第 2 項に違反すると共
に、税理士法第 37 条の２「非税理士に対する名義貸しの禁止」に違反すると判断される
可能性があります。 

※５ 税理士は、税務代理をする場合においては、財務省令で定めるところにより、その権
限を有することを称する書面を税務官公署に提出しなければならず、その提出が無い場合
には、税理士法第 30 条「税務代理の権限の明示」に違反します。 

※６ 税務調査の立ち会いを全て無資格の事務所職員に任せきりにしている場合には、税理
士法第 41 条２「使用人等に対する監督義務」に違反します。また、立ち合いを行った事
務所職員は、税理士法第 52 条「税理士業務の制限」に違反します。 

※７ 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、当該税務代理に係る税理士が
税務官公署の職員との面接するときは、当該税理士は税理士証票を提示しなければならず、
提示しなかった場合には税理士法第 32 条「税理士証票の提示」に違反します。 

※８ 税理士又は税理士法人が税務書類を作成したときは、当該税務書類の作成に係る税理
士は、当該書類に署名を行わなければならず、これを怠った場合には税理士法第 33 条「署
名の義務」に違反します。また、税理士法第 33 条の２「計算事項、審査事項等を記載し
た書面の添付」の計算事項等記載書面等を作成した場合に署名を怠った場合には、同条に
違反します。 

※９ 税理士による適切な管理監督下で、税理士の指示に従って税理士業務の補助業務が行
われている場合を除き、会計法人や無資格者が作成した申告書については、税理士が検算
等確認の上で署名している場合であっても、開業税理士においては税理士法第 37 条の２
「非税理士に対する名義貸しの禁止」に、税理士法人においては税理士法第 48 条の 16
「税理士の権利及び義務等に関する規定の準用」で税理士法第 37 条の２に違反します。
また、申告書等の作成を行った無資格の事務所職員は、税理士法第 52 条「税理士業務の
制限」に違反します。 

※10 「名義貸し」行為は、税理士が、自ら税理士制度及び申告納税制度を破壊するに等し
い行為と言えます。日税連の HP には名義貸しの判断ポイントを解説した事例集が掲載さ
れていますので、しっかりと確認してください。 
「日税連 HP」→「会員専用ページ」→「データライブラリ」→「綱紀監察部」→「名義
貸し行為に関する事例集」 

※11 税理士証票が交付から 10 年を経過したときは、交換申請を行う必要があります。これ
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を怠っている場合には、税理士法第 29 条「登録の細目」及び税理士法施行規則第 13 条第
４項「税理士証票返還等の手続」に違反します。 

※12 税理士は、税理士業務に関して帳簿を作成（閉鎖後５年間保存）し、委嘱者別に、か
つ、１件ごとに、税務代理、税務書類の作成又は税務相談の内容及びそのてん末を記載し
なければならず、これを怠った場合には税理士法第 41 条「帳簿作成の義務」に違反しま
す。 

※13 使用人等の適切な監督方法としては、例えば、使用人等と委嘱者等との ICT を利用し
た打合せに、使用者である税理士が参加する方法や、使用人等税理士業務の補助を行った
履歴について ICT を利用して確認する方法などがあります。このような管理を行わなか
った場合には、税理士法第 41 条の２「使用人等に対する監督義務」に違反します。 

※14 税理士は研修規則第５条において、日税連及び税理士会が行う研修等について、一事
業年度に 36 時間以上受講することを義務付けられています。これを怠った場合には、税
理士法第 39 条「会則を守る義務」及び税理士法第 39 条の２「研修」に違反します。 

※15 税理士会及び支部の会費を長期にわたり滞納した場合には、税理士法第 37 条「信用失
墜行為の禁止」に違反します。 

※16 病気や不慮の事態により業務が遂行できなくなった際、適切な業務の引き継ぎや関与
先への説明が行われず、それによってトラブルへと発展する事案が増えています。 

※17 会計業務を会計法人に委託するにあたり、その会計業務が税理士業務に付随して依頼
されたものである場合には、その会計業務に対しても税理士としての責任が生じることと
なります。そのため、会計法人の代表者には税理士が就任し、持株割合を 50%超にするこ
とで、会計業務に対する税理士の責任を明確にすることが推奨されます。 

※18 税理士法人の社員が、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属
する業務を行っている場合には、税理士法第 48 条の 14「社員の競業禁止」に違反します。 

※19 支店を有する税理士法人は、その本支店間で「業務を共有」していない場合等、その
運営方法が著しく不当と認められた場合には、税理士法第 48 条の 20「違法行為等につい
ての処分」を受ける可能性があります。 
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広告広告ののの

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q 税理士の行う 広告って規制があるの？

A
東京税理士会には、「 会

員の業務の広告に関する

細則 （ 以下、 細則と 表記） 」

があり 、 会員はこの細則を遵守

しなければなり ません。

Q どんな広告がダメ なの？

A
細則では、「 禁止さ れる

広告」、「 表示できない広

告事項」、「 有価物等の供与の禁

止」 等の規定を定めています。

平成12 年の「 規制緩和推進3 か年計画（ 再改訂）」 が閣議決定さ れ、 規制緩和の動きがスタ ート 。 広

告の規制の在り 方も 見直された。 日税連に対しても 、 独占禁止法に抵触する虞があると して会則等に

よる広告規制を廃止するよう 求めら れた経緯もあった。 一方公正取引委員会は、 平成13 年10 月24 日付

「 資格者団体の活動についての独占禁止法上の考え方」 を公表し、 同法第8 条（ 事業者団体の禁止行

為）の適用に関するガイ ド ラ インを定めた。同ガイ ド ラ インには広告に関する記述も 存在。日税連は、

平成14 年に綱紀規則に基づき、「 税理士会会員の業務の広告に関する細則」 を制定し、 会員が行う 業

務広告において最低限禁止されるべき事項について定めた。（ 以上 日税連示達より 要約）

広告は原則自由だけど

禁止される広告（ 細則 第3 条）

・ 事実に合致していない広告

虚偽や実態が伴わない団体・ 組織等の表示をしてはいけません。

例） 虚偽の経歴、 実在しない人物や実体のない団体等の推薦文 など

・ 誤導又は誤認のおそれのある広告

・ 誇大又は過度な期待を抱かせる広告

・ 困惑さ せ、 又は過度な不安をあおる広告

例） 巧みに節税します。 最高の税務知識を提供します。

たちどこ ろに解決します。 税務調査省略になり ます。

今の税理士で本当に大丈夫ですか？ など

・ 他の会員又は会員の事務所と 比較した広告

例） ○○事務所・ 税理士法人よ り 豊富なスタッ フ

当事務所は○○で他の事務所よ り も 優れています。

国税局等で長年調査や審理をしていたので、 他の税理士事務所より も 調査対応に優れていま

す。 など

・ 法令又は日本税理士会連合会若し く は本会の会則及び規則に違反する広告

1 ．非税理士と の提携広告………………………………………………………………………税理士法違反

2 ．国家公務員法、 不当景品類及び不当表示防止法、 消費者保護法等に違反する広告

3 ．名誉・ 信用毀損、 著作権・ 商標権侵害等に該当する広告

例） 株式会社○○コンサルティ ングは、 当社専属の△△税理士・ 税理士法人によ り 税理士業務を

提供します。

元国税○○の税理士なら ではの豊富な人脈・ 情報 など

・ 上記の他、 税理士の信用又は品位を損なう おそれのある広告

①違法・ 脱法行為をほのめかす表現

例） 税の抜け道、 税の抜け穴、 究極の節税テク ニッ ク 教えます。 など

②広告の方法及び表示形態並びに場所等において、奇異、低俗、派手すぎるも の、見る人に不快感を与

えるも の等は、会員の信用又は品位を損なう おそれのある広告と して問題と なる場合があり ます。

表示できない広告事項（ 細則 第4 条）

・ 税務行政庁在職時の具体的役職名

・ 委嘱者の氏名又は名称

（ 委嘱者の書面による同意があると きは可能）

・ 現在取扱い又は委嘱さ れている事案

（ 委嘱者の書面による同意があると きは可能）

・ 過去に取扱い又は委嘱された事案

（ 委嘱者の書面による同意があると きは可能）

委嘱者の情報等は「 秘密を守る義務」 にかかわ

る事なので委嘱者の利益を損なわない範囲かつ

書面による同意が必要

「 虚偽・ 誇大広告など、 利用者の判断

を誤らせるよ う な広告」 はダメ

有価物等の供与の禁止（ 細則 第5 条）

広告の対象者に対し、 社会的儀礼の範囲を超え

た有価物等の利益を供与して広告をしてはなら

ない

例） 社会的儀礼の範囲……………………○

お歳暮で事務所名が入ったカレンダ

ーを送る

事務所の開設記念にプリ ペイ ド カー

ド 等を配布

社会的儀礼の範囲を越えた有価物…×

商品券、 贈答品等を広告対象者に供

与して宣伝
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・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

Q 税理士紹介業者など第三者が行う 広告についても 対象なの？

A
第三者に対してこの「 細

則」 は適用でき ま せん

が、第三者が行う 広告行為で「 細

則」 に反するものに対し、 金銭

その他の利益を供与する等の関

与は禁止さ れていま す。（「 細

則」 第6 条）

Q 広告には税理士の氏名又は税理士法人の名称を表示しなければいけないの？

A
責任者である税理士又は

税理士法人の氏名又は名

称を表示し、 その広告の責任の

所在を明らかにする必要があり

ます。（「 細則」 第7 条）

Q 不特定の人に対して電子メ ールを送るよ う な広告はして良いの？

A
広告であるこ と の表示及

び承諾のない電子メ ール

等による広告は禁止されていま

す。（「 細則」 第8 条）

Q 広告物は、 使用した後はすぐに処分していいの？

A
広告が終了したと きから

3 年間保存（ 電磁的方法

によ る 記録等を含む。） し なけ

ればならないこ と になっていま

す。（「 細則」 第9 条）

Q 「 細則」 に違反した広告行為をしたらどう なるの？

A
税理士会は、 違反行為に

対し て「 違反行為の中

止」、「 違反行為の排除」、「 違反

行為の改善」、「 再発防止のため

の必要な処置」を行います。（「 細

則」 第10 条）

会員が中止命令又は排除命令を受けたにもかかわらず中止又は排除をしな

いと き又は、 中止、 排除をしよ う にも事実上不可能であると き

そして、 当該広告による被害発生が予想され放置できない状況と 判断した

場合には

税理士会は、 被害発生を予防するため、 命令、 その他措置を行った事実と

理由の要旨を公表するこ と ができる

形式的に第三者が広告主と なっている場合であっても 、 その広告の全体を観察した場合に明らかに会員

がする広告であると 認めら れる場合には、 会員が行う 広告と して「 細則」 が適用されます。

ラ ジオ、 電話、 面談、 スピーチ等による広告行為も 、 広告主の氏名又は名称及び本会の会員である旨を

明らかにする必要があり ます。

社会的儀礼の範囲内と 認められる行為及び事務所の所在地を案内するための行為は、 広告が主たる目

的では無い為、「 細則」 第7 条の適用は除外されます。

例） 社会的儀礼の範囲内の行為

①便箋、 封筒、 慶弔の花輪等に「 税理士○○○○」又は「 税理士法人○○○○」と 表示するこ と

②年賀状、 暑中見舞い等の挨拶状を出すこ と

③友人、 親戚の結婚式や祝賀会に「 税理士○○○○」 又は「 税理士法人○○○○」 と して祝電

を打つこ と

④選挙ポスターや選挙広報に税理士名や経歴等を記載するこ と

⑤著作物の著者紹介欄に、 経歴、 事務所の住所・ 電話番号等の連絡先を記載するこ と

⑥新聞、 雑誌のコメ ント 記事又は投稿欄に顔写真、 経歴と 共に税理士名を記載するこ と

面識のない不特定の人に配布する広告物には、 配布さ れた文書等が広告物であるこ と が一見して判る

よう に表示しなければなり ません。

特定商取引に関する法律の改正及び特定電子メ ールの送信の適正化等に関する法律の改正（ いずれも

平成20 年12 月1 日施行） により 電子メ ール広告について事前に電子メ ール広告を行う こ と に対する承

諾をしていない者に対する電子メ ール広告は原則禁止されています。

保存するも の

1 ．広告物又はその複製、 写真等当該広告物に代わる記録

2 ．広告をした日時、 場所、 送付先等広告方法に関する記録

3 ．「 細則」 第4 条第1 項第2 号から 第4 号に掲げる事項に関する同意を証する書面

税理士会は、 会員に対して違反行為に対する必要な調査を行ったう えで、 以下の命令又は処置を行い

ます。

①「 違反行為の中止」・ ・ ・ 現在継続している違反行為自体をやめさ せるこ と 。

②「 違反行為の排除」・ ・ ・ 既に配布した広告の回収など違反広告の原状回復。

③「 違反広告の改善」・ ・ ・ 現在継続している広告の内容を改めるこ と 。

④「 再発防止のための必要な措置」・ ・ ・ 例えば違反をし た会員から 違反を行わない旨の誓約書の提

出を求めるなど再発防止のため本会が必要と 認める一切の措置をいう 。
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会則第４７条に規定する会員の処分を行うにあたっての量定等の考え方 

令和４年６月１７日 
東京税理士会    
会長  足達 信一 

 
 会則第４７条に規定する会員の処分（以下、「会則処分」という。）に当たって、財務大臣による懲

戒処分に伴うもの及び会費滞納によるものを除く違反行為の処置等について、その考え方を次のと

おり定める。 
 
Ⅰ 総 則 
第１ 基本的な考え方 

   (1) 会員が税理士に関する法令、連合会の会則又は本会の会則、規則等に違反した場合（以下

「法令等違反」という。）は、会則第 45 条（支部及び会員に対する一般的監督）に基づき

指導を行う。 
 

(2) 指導の結果、法令等違反の程度が軽微と認められ、かつ綱紀監察事務取扱要領第 16 条各

号に掲げる事由を概ね満たしているとき、又はその他これに準ずる特別な事情があるときは、

綱紀監察部長が当該会員に対して指導を行うとともに、始末書等の文書を徴する。 
 
(3) (2)の指導を行い、始末書等の文書を徴したにも関わらず、当該会員が再び法令等違反を行

ったとき又は当該会員が指導に応じなかったときは、指導を行うに至った原初の法令等違反

事由により、また指導の過程で財務大臣による懲戒処分が相当である重大な違反行為を認め

たときは当該法令等違反事由により、Ⅱ「量定の考え方」において定める不正行為の類型ご

との量定の考え方を基本としつつ、以下の点を総合的に勘案し、会則処分の量定を決定する。 
 

①不正行為の性質、態様、効果等 
②税理士の不正行為の前後の態度 
③懲戒処分等の前歴 
④選択する会則処分が他の税理士及び社会に与える影響 
⑤その他個別事情 

 
なお、Ⅱ「量定の考え方」に定める量定の考え方によることが適切でないと認められると

きは、会則に規定する処分等の範囲を限度として、量定を決定する。 
  

(4) 綱紀監察部は、会則処分の量定を決定したときは、当該会員又はその代理人に対し弁明の

機会を付与し、弁明があった場合その内容を斟酌した上で、処分が相当であると認めるとき

は、部会の議を経て、処分の種類及び理由を付してその旨を会長に具申する。 
 
(5) 常務理事会において会則処分につき理事会に付議することを議決したときは、(4)におけ

る弁明の有無に関わらず、当該会員又はその代理人に対し会則第 47 条第３項に規定する弁

明の機会を付与する。 
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第２ 会員の使用人等が不正行為を行った場合の使用者である会員に対する会則処分 
1. 会員の使用人その他の従業者（自ら委嘱を受けて税理士業務に従事する場合の所属税理士を

除く。以下「使用人等」という。）が不正行為を行ったときにおける、使用者である会員に対

する会則処分は、次に掲げるところによる。 
 

(1) 使用人等の不正行為を使用者である会員が認識していたときは、当該使用者である会員が

その不正行為を行ったものとして会則処分をする。 
(2) 使用人等の不正行為を使用者である会員が認識していなかったときは、内部規律や内部管

理体制に不備があること等の事由により、認識できなかったことについて当該使用者である

会員に相当の責任があると認められるときは、当該使用者である会員が過失によりその不正

行為を行ったものとして会則処分をする。 
 
なお、上記に該当しないときでも、使用人等が不正行為を行ったことについて使用者である会

員の監督が適切でなかったと認められるときは、当該使用者である会員が会則第４２条（使用人

等の監督）の規定に違反したものとして会則処分をする。 
 

2. 税理士法人の社員税理士たる会員が不正行為を行った場合における、税理士法人の他の社

員税理士たる会員に対する会則処分は、次に掲げるところによる。 
(1) 社員税理士たる会員の不正行為を他の社員税理士たる会員が認識していたときは、当該他

の社員税理士たる会員もその不正行為を行ったものとして会則処分をする。 
(2) 社員税理士たる会員の不正行為を他の社員税理士たる会員が認識していなかったときは、

当該税理士法人の内部規律や内部管理体制に不備があること等の事由により、認識できな

かったことについて他の社員税理士たる会員に相当の責任があると認められるときは、当

該他の社員税理士たる会員も過失によりその不正行為を行ったものとして会則処分をする。 
 

第３ 不正行為の類型の異なるものが２以上あるときの会則処分 
Ⅱ「量定の考え方」に定める不正行為の類型の異なるものが２以上あるときの量定は、それぞれ

の不正行為の類型について算定した量定を加重したものを基本とする。 
 
第４ 会員権の停止期間 
会員権の停止期間は、１月を単位とする。 

 
第５ 会則処分中の会員に対する会則処分 

  会則処分中の者が、重ねて不正行為を行ったときは、Ⅱ「量定の考え方」に定める不正行為の類

型ごとの量定は、当初の量定に続けて付すことを基本とする。 
 
Ⅱ 量定の考え方 
 第１ 財務省告示に明示された法令等違反 

財務省告示「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方（平成 27 年 4 月 1 日以後にした

不正行為に係る懲戒処分等に適用）」（以下、「財務省告示」という。）に明示された法令等違反行為

については、同告示における懲戒処分の量定に準じて、以下のとおりとする。 
(1) 税理士業務の禁止処分相当と認められるときは、２年間の会員として有する権利の全部の停

止。 
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(2) 税理士業務の停止処分相当と認められるときは、同等の期間の会員として有する権利の全部

若しくは一部の停止。 
(3)戒告処分相当と認められるときは、訓告。 

 
第２ 財務省告示に明示されていない法令等違反 
財務省告示に明示されていない法令等違反行為についての会則処分の量定は、次に定めると

ころによる。 
1. 本会との関係に関する規則違反 

紛議調停規則第 14 条（会員の不出頭） 
以上に該当したときは、訓告又は 1 年以内の会員として有する権利の全部若しくは一部の停

止。 
 

2. 会員の身分の提示に関する規則違反 
(1) 税理士業務に係る身分の提示に関する規則違反 

綱紀規則第７条（税務代理の権限の明示）、綱紀規則第９条（署名の義務） 
以上に違反する行為を行ったときは、訓告。 

(2) 税理士事務所に関する規則違反 
     会則第 44 条の４（税理士業務を行うための事務所） 

綱紀規則第 5 条（事務所の設置） 
以上に違反する行為を行ったときは、訓告。 

(3) 税理士証票に関する規則違反 
会則第 43 条（税理士証票の携行）、会則第 43 条の２（税理士証票の定期交換） 
綱紀規則第８条（税理士証票の携行等） 

     以上に違反する行為を行ったときは、訓告。 
  

3. 納税者との関係に関する規則違反 
   (1) 会員の業務の広告に関する細則違反 

綱紀規則第 22 条（業務の広告） 
以上に違反する行為を行ったときは、訓告又は 1 年以内の会員として有する権利の全部若

しくは一部の停止。 
(2) 納税者との信頼関係に関する規則違反 

     会則第 37 条（納税者との信頼関係の保持）、会則第 39 条の 2（不当勧誘行為等の禁止） 
綱紀規則第 10 条（業務委嘱契約）、綱紀規則第 27 条（税理士業務報酬の設定） 

     以上に違反する行為を行ったときは、訓告。 
 

4. 税理士法人に関する規則違反 
    綱紀規則第 29 条（社員の常駐）、綱紀規則第 30 条（社員の競業の禁止） 

以上に違反する行為を行ったときは、訓告又は 1 年以内の会員として有する権利の全部若

しくは一部の停止。 
 

5. その他の会則規則等の違反 
その他の会則規則等に違反する行為に該当し、処分相当と認められる場合は、訓告又は 1 年

以内の会員として有する権利の全部若しくは一部の停止。 
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税理士事務所ＦＡＱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年３月 

 

業 務 対 策 部 
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2 
 

はじめに 

 

経済社会の ICT 化が進展する中で、税理士の業務環境の電子化など、税理士を取り巻く

状況が刻々と変化しており、税理士は、この動きに的確に対応し、デジタル社会の形成に

協力していくことが求められています。このような状況を受けて、令和４年税理士法改正

では、税理士法（以下「法」という。）第２条の３が新設され、税理士に対し、ICT 化を通

じた納税義務者の利便の向上及びその業務の改善進歩を図るよう努めるべきことが規定さ

れました。 

同時に、社会の ICT 化は様々な就労形態を創出しています。時間や場所を固定しない柔

軟な働き方が可能となり、税理士事務所においても、本拠たる税理士事務所から離れた場

所において ICT 技術を利活用した業務執行が可能となりました。 

また、働き方の多様化は、使用人の就労形態や雇用の確保の問題に止まらず、税理士が

自らの業務を執行する場合にも、地震や豪雨、感染症の拡大などの深刻な災害等により税

理士事務所での業務に支障を来した場合の具体的な対応策について可能性を広げるものと

考えられます。 

業務対策部では、令和４年に改正された税理士法基本通達（以下「通達」という。）の内

容に準拠した、税理士の業務とテレワークについて検討を進め、このほど、「税理士事務所

FAQ」を取りまとめましたので、参考としてください。 

なお、いずれの場合であっても、法第 38 条（秘密を守る義務）及び法第 54 条（税理士

の使用人等の秘密を守る義務）の遵守を徹底ください。 
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3 
 

関係法令等 

 

法第 40 条（事務所の設置） 

税理士（税理士法人の社員（財務省令で定める者を含む。第４項において同じ。）を除く。次

項及び第３項において同じ。）及び税理士法人は、税理士業務を行うための事務所を設けなけ

ればならない。 

２ 税理士が設けなければならない事務所は、税理士事務所と称する。 

３ 税理士は、税理士事務所を二以上設けてはならない。 

４ 税理士法人の社員は、税理士業務を行うための事務所を設けてはならない。 

 

法第 41 条の２（使用人等に対する監督義務） 

税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適

正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。 

 

通達 

新通達 旧通達 

（事務所） 

40－１ 

法第 40 条第１項に規定する「税理士業務を

行うための事務所」とは、税理士業務の本拠を

いい、税理士業務の本拠であるかどうかは、委

嘱者等に示す連絡先など外部に対する表示に

係る客観的事実によって判定するものとする。 

この場合において、「外部に対する表示」に

は、看板等物理的な表示やウェブサイトへの連

絡先の掲載のほか、契約書等への連絡先の記載

などが含まれることに留意する。 

（事務所） 

40－１ 

法第 40 条に規定する「事務所」とは、継続的

に税理士業務を執行する場所をいい、継続的に

税理士業務を執行する場所であるかどうかは、

外部に対する表示の有無、設備の状況、使用人

の有無等の客観的事実によって判定するもの

とする。 

（二ヶ所事務所の禁止） 

40－２ 

法第 40 条第３項の「税理士事務所を二以上

設けて」いる場合とは、例えば、自宅以外の場

所に税理士事務所を設け、40－１の「外部に対

する表示」をしている状態で、自宅においても

40－１の「外部に対する表示」をして税理士業

務を行っている場合などをいう。したがって、

自宅等の税理士事務所以外の場所で税理士業

務を行っていても、その場所に 40－１の「外部

に対する表示」に係る客観的事実がなく、法第

（無し） 
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新通達 旧通達 

40 条第１項に規定する「税理士業務を行うため

の事務所」と判定される状態でない場合には、

税理士事務所を二以上設けている場合には該

当しない。 

（税理士である公認会計士の公認会計士事務

所） 

40－３ 

税理士である公認会計士が、税理士事務所の

ほかに公認会計士としての事務所を有する場

合、その事務所が、外部に対する表示に係る客

観的事実によって、税理士事務所であると認め

られるときは、法第 40 条第３項の規定に抵触

するものとして取り扱うこととする。 

（税理士である公認会計士の公認会計士事務

所） 

40－２ 

税理士である公認会計士が、税理士事務所の

外に公認会計士としての事務所をもつ場合、そ

の事務所が、外部に対する表示、広報その他の

客観的事実によって、継続的に税理士業務を行

い、又は行うための事務所であると認められる

ときは、法第 40 条第３項の規定に抵触するも

のとして取り扱うこととする。 

（使用人等に対する監督義務） 

41 の２－１ 

税理士の使用人その他の従業者（以下「使用

人等」という。）に対する監督義務は、税理士及

びその使用人等が事務を行う場所によって異

なることはない。したがって、使用人等に対す

る監督方法として、対面による監督を行うこと

ができない場合でも、情報通信技術を利用する

方法などにより、適切に監督が行われている場

合には、監督義務が果たされていると判断する

ことに留意する。 

なお、情報通信技術を利用した使用人等の適

切な監督方法としては、例えば、次に掲げるよ

うな、事前及び事後の確認を行う方法がある。 

(1)使用人等と委嘱者等との情報通信技術を

利用した打合せに、使用者である税理士が

情報通信技術を利用して参加する方法 

(2)使用人等が税理士業務の補助を行った履

歴について情報通信技術を利用して確認

する方法 

（無し） 
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Ⅰ 新しい事務所の考え方について 

１ 事務所設置義務規定関係 

Ｑ Ⅰ－１－１ 

通達 40－１の改正の趣旨はどのようなものでしょうか。 

Ａ Ⅰ－１－１ 

税理士が行う税理士業務は、①税務代理、②税務書類の作成、③税務相談とされてお

り、税理士法においては特定の場所で特定の業務に従事することを求めているものでは

ありません。 

税理士事務所を設置する法的趣旨は、「税理士と顧客、税理士会及び国税当局との法律

関係を明確化する等のため」であり、働き方を制限するものではありませんでしたが、

改正前の通達が事務所の面から働き方の多様化を阻害しているのではないかとの疑義が

あったため、改正が行われました。 

 

Ｑ Ⅰ－１－２ 

通達 40－１の改正により、法第 40 条第１項（事務所設置義務規定）の趣旨に変化はあ

りますか。 

Ａ Ⅰ－１－２ 

事務所設置義務規定の趣旨は、税理士業務の社会公共性の高さから、非税理士による

行為を排除し、国民の誰もがいつでも税理士のサポートを受けられるようその利便に資

-35-



6 
 

する必要があるという点にあり、これらの趣旨に変化はありません。 

今回の改正では、現実に業務を執行する場所ではなく、その業務の責任を負うべき者

の所在地を明確にすることが重視されています。 

具体的には、税理士業務契約を締結するときなどにおける本人特定の必要性から、税

理士と委嘱者との間の法律関係の明確化を重視し、さらに税理士会からの指導・連絡・

監督や、行政官公署からの調査通知等の事務を円滑に行う上で連絡先所在地を特定させ

る必要性から、税理士会及び行政官庁との間の法律関係の明確化を重視し、事務所の設

置義務の主たる目的と位置付けられています。 

なお、連絡先を確保する観点からは、電話番号や IPアドレス等をもって事務所の登録

事項とする考え方もあり得ますが、今回の税理士法改正の時点において、個人を特定す

る手段として最も活用頻度の高い「所在地」の登録をもって事務所の判定基準とするこ

ととされています。 

 

Ｑ Ⅰ－１－３ 

外部に対する表示の例として「看板等物理的な表示」などが示されていますが、より

具体的にはどのようなものになるでしょうか。 

Ａ Ⅰ－１－３ 

税理士事務所の判定基準となる「外部に対する表示」には、看板等物理的な表示、HP

や SNS などのウェブサイトへの連絡先の掲載のほか、契約書等への連絡先の記載などが

あります。なお、ここにいう「外部」とは、税理士業務の委嘱者、税理士会や行政官庁な

どに限定されない、広く一般の者を含む概念です。 

よって、看板のほか、名刺や封筒に所在地などの連絡先を記載することや、表札・郵

便受け等に「税理士事務所」や「税理士法人」と表記することが含まれます。 

 

Ｑ Ⅰ－１－４ 

登録する事務所の所在地を選定する上での留意点はありますか。 

Ａ Ⅰ－１－４ 

税理士事務所に求められる具体的内容は「外部に対する表示」のみとされましたので、

どのような場所を選定し登録しても、外部に対する表示がなされていれば登録不可には

ならないものと考えられますが、税理士等が自ら管理できない場所は、「税理士業務の本

拠」となり得ないため、税理士事務所と認めることはできないと考えられます。 

具体的には、行政官公署等の所在地、他人が経営する喫茶店等や、住所借り事務所等

で日本郵便等の転送サービス等の利用を前提とした場所を事務所として選定すること

は、税理士事務所が税理士自らの管理下とされるべき観点から適当ではないと考えられ

ます。 

また、税理士等が自ら管理できない場所には、例えばメタバース上に設置された事務

所などのいわゆるバーチャル事務所が含まれます。更に、税理士事務所は自己所有また

は賃貸借契約など自らの管理下とする場所であることが求められますが、これは、親族

等が所有又は賃貸借しているものを使用貸借等する場合を含みます。一方で、オフィス
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環境を他者と共有する形式で事務所スペースを独占的排他的に使用することができな

い、いわゆるコワーキング（co-working）スペース等の利用権契約に基づき使用されて

いる場合には、本拠とすることが不適当ということになります。 

 

Ｑ Ⅰ－１－５ 

「設備の状況」が事務所の判定要素から削除されたのはなぜでしょうか。 

Ａ Ⅰ－１－５ 

改正前の通達における事務所の判定要素の１つとして「設備の状況」がありました。

税理士業務を執行する上で電話、応接セットや PC プリンターなどの備品類は必要なもの

ではありますが、ICT 化社会においては事務所に固定設備として設置されていなくても

税理士業務を執行することは可能となっています。 

税理士等が執行する税理士業務は本拠以外の場所で行われても税理士法上の問題はな

いにもかかわらず、「設備の状況」が事務所の判定要素であり続けると、税理士等又は使

用人等がこれらの設備がある場所でサテライトワークすることを事務所の面から規制す

ることとなります。このため、「設備の状況」を事務所の判定要素から外すこととしまし

た。 

 

Ｑ Ⅰ－１－６ 

「使用人の有無」が事務所の判定要素から削除されたのはなぜでしょうか。 

Ａ Ⅰ－１－６ 

改正前の通達における事務所の判定要素の１つとして「使用人の有無」がありました。

これまでは、在宅勤務やサテライトワークが一般的ではなく、使用人等は税理士事務所

という物理的な場所で税理士業務を継続的に行うということが専らでした。 

しかしながら、例えば、メールや WEB 会議システム、クラウドといった ICT の発展に

より、本拠以外の場所でも税理士業務を継続的に行うことが可能となりました。 

使用人等がいればそこが税理士事務所と判定されることとなると、法第 40 条第３項

（二ヶ所事務所の禁止規定）に抵触することとなり、使用人等がサテライトワークする

ことなど多様な働き方を事務所の面から規制することとなるため、「使用人の有無」を事

務所の判定要素から外すこととしました。 

ここで問題となるのは、使用人等が非行行為を行わないよう、これまでは事務所の面

から規制していた役割が弱くなるということです。これについては、法第 41 条の２（使

用人等に対する監督義務）で規制すべきものであり、対面で使用人等を監督できない場

合の監督義務が果たされているかどうかについての解釈が通達 41 の２－１で示されて

おり、この問題への対応が図られています。 

 

２ 二ヶ所事務所禁止規定関係 

Ｑ Ⅰ－２－１ 

新しい通達によって二ヶ所事務所禁止規定の趣旨目的に変化はありますか。 

Ａ Ⅰ－２－１ 
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これまで二ヶ所事務所禁止規定の趣旨は、①法律関係を明確にする上で便宜であるこ

と、②個人の監督能力を超えて業務の範囲を拡大することを事務所の面から規制するこ

との２つとされてきましたが、新通達 40－１による事務所概念では、法律関係の明確化

が主たる規定趣旨になりますので、趣旨目的に一定の変化があると考えられます。 

使用人等による非税理士行為等抑止の問題については、法第 41条の２の使用人等監督

義務規定の枠で対応されることになり、事務所内部管理のあり方が強く問われることと

なります。 

この点についての詳細は、「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指

針」を参考にしてください。 

 

Ｑ Ⅰ－２－２ 

本拠以外の場所における外部に対する表示について問題にならない場合や、特に注意

を要する点はありますか。 

Ａ Ⅰ－２－２ 

本拠以外の場所に外部に対する表示をしている状態で、税理士業務を行っている場合

などは、原則として二ヶ所事務所禁止規定に抵触することになります（通達 40－２）。 

税理士が設置しなければならない事務所は税理士事務所と称する（法 40②）とともに、

法人については税理士法人という文字を使用しなければなりません（法 48 の３）ので、

本拠以外の場所において、税理士や税理士法人という文字が使用された表示は税理士事

務所であるとの誤認を与える可能性が高いことから、外部に対する表示に該当すること

になります。 

よって、自宅等の表札や郵便受けへの「税理士○○○○（氏名）」等の表示は、その表

札等が常識的な大きさのものであっても、外部に対する表示に該当することになります。 

ただし、郵便物等が安全に配達される必要性から、表札等への必要最低限の表示は認

められ、個人税理士の場合は「氏名又は名字」、「○○○○（氏名）事務所」という表札や

郵便受けの表示は外部に対する表示に該当しないものとして取り扱われます。税理士法

人の場合は、例えば「税理士法人○○△△」という名称の場合、「○○△△」や「○○△

△事務所」という表記に限られることになります。 

なお、本拠における外部に対する表示については、税理士法人の場合は名称制限があ

り、個人の場合でも、「○○税理士事務所」と表記すべきと考えられますが、現状の税理

士事務所の外部に対する表示、すなわち、看板や名刺、ウェブサイトでの表示を見ると

「○○税務会計事務所」などといった屋号を使用している場合が多くあります。このよ

うな現状から、外部に対する表示に「税理士事務所」の６文字がなくても税理士事務所

と認識されている状況にあるのが現実であり、外部からの誤認を避けるためには、「○○

税務会計事務所」などといった屋号表示であっても本拠以外の場所で使用することは避

けるべきであると考えます。 

 

Ｑ Ⅰ－２－３ 

税理士業務を別の税理士等が包括的に引き継ぐような場合、承継する税理士等が元の
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税理士等の本拠であった場所を使用することは可能でしょうか。 

Ａ Ⅰ－２－３ 

承継後の税理士等が元の税理士等の本拠であった場所を使用することは、そこに外部

に対する表示がないことを前提に可能と考えます。 

承継後の税理士等と委嘱者との間の新契約書においては、承継後の税理士等の事務所

所在地を記載する必要があり、承継前の税理士等の事務所所在地が本拠ではなくなるこ

とを委嘱者に説明し、「そこは税理士事務所ではない」ことを認識させ、承継後の税理士

の事務所を名刺等で示す必要があります。 

併せて、その場所には承継前の税理士等の外部に対する表示が存在している可能性が

ありますので、それを撤去し、HP なども削除しなければなりません。 

また、本拠以外の場所への委嘱者の訪問は前提とはしませんが、委嘱者と使用人等が

本拠以外の場所で接見し、資料の受渡し等を行うケースもあり得ます。このようなケー

スは使用人等の非税理士行為又は非税理士行為への加担の問題が生じやすいものと考え

られますので、使用人等に監督義務、内部規律等の徹底が求められることになりますし、

承継後、本拠ではなくなった場所において税務相談等の税理士業務が行われる機会が多

いのであれば、社員税理士の数の要件等はありますが、税理士法人化を検討することも

現行制度上問題を少なくする選択であると考えられます。 

なお、本拠以外の場所における使用人等監督のあり方の問題は、税理士等が出張や長

期の入院等で不在の場合の本拠たる事務所でも同様の問題であると考えるべきです。 

 

３ 税理士である公認会計士の公認会計士事務所関係 

Ｑ Ⅰ－３－１ 

使用人等の監督義務が果たされている状況であれば、本拠以外の場所における使用人

等の税理士業務の補助業務は可能であると考えられます。本拠以外の場所において公認

会計士としての外部に対する表示しかなければ、当該監督義務が果たされていることを

前提に、二ヶ所事務所禁止規定に抵触しないと考えることは可能であると考えられます

が、いかがでしょうか。 

Ａ Ⅰ－３－１ 

税理士法では、税理士等の働き方について、特定の場所で特定の業務に従事すること

は求めているものではありません。したがって、税理士等や使用人等が、どこで税理士

の業務を執行しても問題はありません。 

一方で、事務所判定の観点からは、本拠以外の公認会計士業務を行う事務所が税理士

事務所と誤認される外部に対する表示をし、税理士業務を行っている場合は、二ヶ所事

務所禁止規定の違反となります。 
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Ⅱ 税理士の業務とテレワークＦＡＱ 

１ 開業税理士 

Ｑ Ⅱ－１ 

開業税理士が、本拠以外の場所で税理士業務を行う場合、税理士法上の問題点・留意

事項はありますか？ 

Ａ Ⅱ－１ 

法第 40 条第１項では、税理士業務を行うための事務所を設けることを義務付けている

ものの、税理士業務について本拠以外の場所で行うことまでは制限されていないと考え

られます。したがって、本拠以外の場所であっても税理士は税理士業務を行うことがで

きます。 

なお、法第 40 条第３項では、二ヶ所目の事務所の設置が禁止されていますが、仕事を

自宅に持ち帰り税理士業務を執行したり、本拠以外の場所で税務相談に応じる等の行為

を行ったとしても、その場所が外部に対する表示に係る客観的事実により税理士事務所

と判断される状態でなければ、二ヶ所事務所の問題は生じないものと考えられます。 

 

２ 社員税理士 

Ｑ Ⅱ－２ 

税理士法人の社員税理士が、本拠以外の場所で税理士業務を行う場合、税理士法上の

問題点・留意事項はありますか？ 

Ａ Ⅱ－２ 

税理士法人の社員税理士は、税理士業務を行うための事務所を設置することはできま

せん。したがって、税理士法人の本店又は支店として登記している場所以外の場所に外

部に対する表示することは法第 40条第４項に抵触するものと考えられます。 

ただし、社員税理士が仕事を自宅に持ち帰り税理士業務を執行したり、本拠以外の場

所で来客に対し税務相談に応じる等の行為を行ったとしても、外部に対する表示がない

場合は二ヶ所事務所の問題は生じないものと考えられます。 

＜参考：法第 40条第４項＞ 

 

３ 使用人等 

Ｑ Ⅱ－３ 

税理士又は税理士法人の使用人等（所属税理士を除く。）が、本拠以外の場所で税理士

業務の補助業務を行う場合、税理士法上の問題点や留意事項はありますか？ 

Ａ Ⅱ－３ 

使用人等が本拠以外の場所で税理士業務の補助業務を行う場合とは、使用人等の自宅

における在宅勤務、使用人が顧問先に訪問して行う場合等のいわゆるモバイル型の業務、

それ以外の場所における業務の３つの類型が考えられます。 

これらの業務環境は、税理士による使用人等の監督は物理的に行えないため、いわゆ
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る非税理士行為の温床になりやすくなりますので、本拠以外の場所での業務の実施に当

たっては、非税理士行為を防止する観点からの一定の制御ができているかどうかが極め

て重要になるものと考えられます。また、税理士業務の補助業務を行うにあたり、使用

人等が顧問先の資料等を税理士事務所から持ち出すことがある場合、使用人等による守

秘義務の遵守が求められます。 

具体的に重要となるのは、税理士・税理士法人の使用人等に対する監督義務（法第 41 

条の２）の適正な履行であり、当該義務は使用人等の業務執行の場所を問うものではな

く、使用人等が本拠以外の場所で業務を行う場合でも税理士事務所における税理士又は

税理士法人の監督下にあることが求められます。 

したがって、これらの使用人等に対する監督が明確に行われていることを前提（*）に、

使用人等が、税理士業務の補助業務を本拠以外の場所で行うことは可能であると考えら

れます。 

なお、税理士又は税理士法人の使用人等（所属税理士を除く）が税理士業務を行うこ

とは、場所や態様を問わず、法第 52 条に抵触します。 

 

* 税理士又は税理士法人の使用人等に対する監督が明確に行われている状態とは？ 

税理士等が使用人等を適切に監督しているか否かの判断については、当該監督義務が

置かれた趣旨が、税理士事務所の使用人等の税理士法違反行為の防止の観点からのもの

であることを考慮すれば、本拠以外の場所での業務に非税理士行為を防止するための一

定の制限を加えることで、使用人等に対する税理士の監督が存する状態と捉えることは

可能であると考えます。 

具体的には、次のようなシステムが組まれていることで、使用人等に対する監督義務

が果たされていると捉えることは可能であると考えます。 

イ 本拠以外の場所で業務を開始する際の確認 

・ システムログイン、ログアウトの際の確認を税理士又は税理士法人が行うような

機能を加えることなど。 

・ 本拠以外の場所での業務記録（ログ）を保存し、税理士又は税理士法人が確認で

きるような機能を加えることなど。 

ロ 本拠以外の場所で行うことができる業務を制限 

・ 特に税務書類作成業務の補助業務について、税理士又は税理士法人の確認を経て

からでないと申告事務に入れないような機能を加えることなど。 

・ 本拠以外の場所における使用人等の非税理士行為を防ぐため、税務書類等の印

刷、電子送信を自宅においてできない機能を加えることなど。 

ハ 新規顧客登録事務の制限 

・ 新規顧客の登録事務を制限すると、当該事務は税理士事務所でしか行えなくな

り、非税理士行為等の防止に相当程度期待できる。 

詳しくは、「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」をご覧くださ

い。 

＜参考：法第 41条の２、法第 48 条の 16、法第 52 条＞ 
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４ 所属税理士が行う直接受任業務 

Ｑ Ⅱ－４ 

所属税理士が、本拠以外の場所で直接受任業務を行う場合に、税理士法上の問題点・

留意事項はありますか？ 

Ａ Ⅱ－４ 

所属税理士は、その勤務する税理士事務所又は所属する税理士法人の所在地を税理士

名簿に登録しており、自らの事務所を設置することはできません。したがって、所属税

理士が登録している事務所以外の場所において業務を執行する場合、その場所に税理士

事務所と誤認されるような外部に対する表示に係る客観的事実があり、所属税理士の税

理士事務所と判断される場合には、法第 40 条第４項に抵触するものと考えられます。 

一方、所属税理士が税理士事務所としての外部に対する表示のない場所において、直

接受任業務を執行したり、来客に対し税務相談に応じる等の行為を行ったとしても、税

理士法上の問題は生じないものと考えられます。 

なお、所属税理士が直接受任業務を行う場合には、所属税理士が行う直接受任業務と

補助業務において、守秘義務の観点から、その業務を明確に分け、直接受任業務に関す

る情報が漏洩等しないよう注意する必要があります。 

＜参考：法第 40条第４項、税理士法施行規則第１条の２、同規則第 18条＞ 

 

５ 所属税理士が行う補助者としての業務 

Ｑ Ⅱ－５ 

所属税理士が、本拠以外の場所で補助者として税理士業務の補助業務や補助者として

の税理士業務を行う場合に、税理士法上の問題点や留意事項はありますか？ 

Ａ Ⅱ－５ 

所属税理士が勤務する税理士事務所と同一の環境下、すなわち税理士又は税理士法人

の監督下にあることが明確になされるのであれば、本拠以外の場所で税理士業務の補助

業務や補助者としての税理士業務を行うことは可能であると考えられます。 

なお、所属税理士は、税理士又は税理士法人からの承認があれば、直接受任業務を行

うことができるとされていますので、所属税理士が行う補助業務と直接受任業務におい

て、守秘義務の観点から、その業務を明確に分け、補助者としての税理士業務について

は当該税理士又は税理士法人の監督下になるよう注意が必要となります。 

＜参考：法第 38条、法第 41 条の２、法第 48 条の 16、法第 54 条＞ 
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〜名義貸し行為及び業務制限違反等に関する事例〜 

（税理士が主宰する会計法人を含む） 
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はじめに 
税理士制度は、税務に関する専門家である税理士が、独立公正な立場から国民の負っ

ている納税義務を適正に実現し、申告納税制度の円滑・適正な運営に資することを期待
して設けられたものである。 

このような税理士の公共的使命の重要性に鑑み、税理士業務（法第２条第１項）につい
ては、税理士の無償独占業務とされているところ、税理士が申告納税制度の理念に沿っ
て納税義務者の適正な納税義務の実現を図ることが、税理士制度に対する国民の絶大な
る信頼を得ることに繋がるのである。 

そうであるにもかかわらず、税理士が無資格者などの非税理士の行う、いわゆるにせ
税理士行為の幇助となる名義貸し行為に手を染めることは、税理士自身が税理士制度及
び申告納税制度を破壊するに等しい行為に他ならない。 
 また、法で規制されているものではないが、財務書類の作成、会計帳簿の記帳代行その
他財務に関する事務を行うことを目的とする法人として、いわゆる会計法人が存在する。
会計法人が税理士業務を行うことは認められていないにも関わらず、税理士業務を受託
し報酬を収受していた――などにより「税理士業務の制限」（法第 52 条）違反を指摘さ
れるケースがある。さらには、会計法人が作成した申告書等に署名した税理士が名義貸
し行為を指摘される事案も発生している。 
 名義貸し行為は、税理士自身の不正行為である一方、にせ税理士行為を幇助するとい
った二面性をもつことから、税理士制度の根幹に関わる問題であり、平成 26 年の法改正
では「非税理士に対する名義貸し行為の禁止」（法第 37 条の２）が別条として新設され
た。また、罰則「２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金」（法第 59 条第１項第２号）
も新設されている。 

このような状況の下、当部では、どのような行為が税理士業務の制限違反となるのか、
または非税理士に対する名義貸し行為となるのかを、税理士事務所（税理士）はもとより
会計法人の運営方法及び使用人監督義務を含め、税理士法違反行為の未然防止を図る観
点から具体的な事例を取り上げつつ、違反に該当するか否かの判断ポイントを解説して
いる。 
 

令 和 ６ 年 1 2 月 
日 本 税 理 士 会 連 合 会 
綱紀監察部 部長 森  宏 一 

  

-45-



 

- 2 - 

名義貸し行為のポイントについて 
 

名義貸し行為とは、無資格者や会計法人が税務書類の作成を行うという明らかな違反行
為に対し、それが表面上適法であるかのように装い、税理士が申告書等に署名するなどし
て自己の名義を利用させる行為である。 

名義貸し行為の指標としては、 
①税理士が納税者から直接税理士業務の委嘱を受けておらず、また、報酬を納税者から直

接収受していない 
②税理士業務の補助業務に従事している使用人が、税理士の適正な管理監督下にない 
③税理士が自己の判断で税務書類を作成していない――場合などが挙げられる。 

 法第 2 条において税理士は「他人の求めに応じ」、税理士業務を行うものと規定し、ここ
でいう他人とは納税者（委嘱者）自身をいうものであることから、規則第 10 条第２項にお
いて「会員は、委嘱者から直接業務委嘱を受けなければならない。」と規定されている。し
たがって、税理士が納税者本人以外の者から税理士業務の委嘱を受けることは、この規則
に違反することとなる。 

また、税理士が使用人を雇用して税理士業務の補助業務を行わせる場合は、法第 41 条の
２（使用人等に対する監督義務）の「税理士は、税理士業務の適正な遂行に欠けるところの
ないよう、使用人等を監督しなければならない。」という規定により、税理士の指示に従っ
て、税理士の適切な監督の下でのみ税理士業務の補助業務を行わせることができるとされ
ているものである。ここでいう「監督」とは、法第 41 条の２に規定する使用人等の監督義
務が適正に果たされていることをいい、使用人との雇用関係（雇用契約及び支配監督権等）
の有無が名義貸し行為と判断するための一つとなる。 

しかし、法第 41 条の２の使用人等に対する監督義務規定は、税理士法上の規定であるた
め、税理士が主宰する会計法人の従業員が税理士業務の補助業務に従事している場合、会
計法人の主宰者である税理士の管理監督がなされていたとしても、会計法人は税理士事務
所とは別人格の法人であり、税理士としての管理監督がなされたものではないため、会計
法人が作成した申告書等に署名した税理士は名義貸し行為に該当する。 

さらに、法第２条第１項第２号の税務書類の作成とは、税務書類を自己の判断に基づい
て作成することをいうところ、無資格者が作成したものであっても税理士が検算等をして
確認すれば申告書等へ署名しても問題無い――と誤認しているケースが見受けられる。 

例えば、無資格者が作成した申告書等について、税理士がその申告書等に基づいて自ら
使用している申告ソフト等を用いて電子署名し代理送信した場合であっても、あくまでも
無資格者が作成したことに変わりなく、税理士が自己の判断に基づいて作成したこととは
ならないことから、名義貸し行為に該当する。 

仮にその申告書等が、税理士が代表を務めている主宰会計法人の作成したものであって
も、その会計法人は税理士事務所とは別人格の法人として業務を行っているものであって、
税理士が自己の判断に基づいて申告書等を作成したことにはならない。 
 本資料は、上記指標を基に、税理士業務の制限違反及び名義貸し行為の可否について記
載したものであるが、その際、雇用関係に基づく業務従事者の呼称を税理士事務所におい
ては「使用人」、会計法人においては「従業員」として区分記載していることに留意願いた
い。 

※「使用人等」については、日税連業務対策部が令和５年３月に作成・公表している「税理士事
務所等の内部規律及び内部管理体制に関する指針」を参考にされたい。 

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/member/doc/2303naibukiritsushishin.pdf 
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名義貸し行為可否の指標フローチャート 
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主宰会計法人の適正な運営の指標フローチャート 
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名義貸し行為のポイント 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 【概要】 
  税理士が納税者から会計業務及び税理士業務を直接受託し、税理士事務所の使

用人が、税理士の指示に従って、税理士の適切な監督の下で税理士業務の補助業務
に従事する場合 

 
 【解説】 

A 税理士の適切な監督の下で、B 使用人が税理士業務の補助業務に従事している
ため、適正である。ここでいう「監督」とは、法第 41 条の２（使用人等に対する
監督義務）において、使用人等の監督が適正に果たされていることをいい、使用人
との雇用関係の有無が名義貸し行為と判断するための一つとなる。 

 
【参考】 

他人の求めに応じて業として行う税務書類の作成は「税理士業務」に該当する。
税理士業務の適正な遂行のためには、税務書類を税理士が自己の判断に基づいて作
成するか、使用人を雇用している場合には、税理士の指示に従って、税理士の適切
な監督の下で税理士業務の補助業務に従事させなければならない。 
 ただし、使用人等が作成した決算書類や申告書等を税理士が検算等確認の上で署
名している場合でも、適切な監督が行われておらず、使用人等に任せきりになって
いることで決算書類の作成過程や財務状況等を税理士自身が把握していないケー
スにおいては、名義貸しに該当するおそれがあることに留意する必要がある。  

ケース① 
【税理士事務所の使用人が税理士業務の補助業務に従事する場合】 

-49-



 

- 6 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

【概要】 
 納税者から申告の依頼を受けた無資格者や会計法人が作成した申告書等に税
理士が署名し提出した場合 
 
【解説】 

 税務書類は、税理士が自己の判断に基づいて作成しなければならない。そのた
め、無資格者や会計法人が作成した税務書類について、税理士が検算等をして確
認したとしても、あくまでも無資格者が作成したことに変わりなく、税理士が自
己の判断に基づいて作成したことにはならないことから、法第 37 条の２（非税
理士に対する名義貸し行為の禁止）違反となる。 
 これは使用人等が税理士の管理監督の下で、下書きした決算書類や申告書等を
税理士が検算等確認の上、署名することとは意味が異なる。 

なお、税理士業務である申告書等の作成を行った無資格者または会計法人は、
法第 52 条（税理士業務の制限）違反となる。 

 
【参考】 

法第 37 条の２違反であることにより、法第 46 条（一般の懲戒）に規定する懲
戒事由に該当することとなった場合には、２年以内の税理士業務の停止または税
理士業務の禁止の処分、また、罰則「２年以下の懲役又は 100 万円以下の罰金」
（法第 59 条第１項第２号）が下される場合があることに留意されたい。 

 
   

ケース② 
【無資格者や会計法人が作成した申告書等に税理士が署名し 

提出した場合】 
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 【概要】 
  納税者から申告を依頼された無資格者や会計法人が作成した申告書等を基に、

税理士が申告ソフトに入力・署名し代理送信した場合 
 
 【解説】 

納税者と税理士の間に直接の依頼関係が無いにも関わらず無資格者や会計法人
が作成した申告書等について、税理士がその申告書等に基づいて自ら使用している
申告ソフトを用いて電子署名し代理送信した場合であっても、あくまでも無資格者
が作成したことに変わりなく、税理士が自己の判断で作成したこととはならないこ
とから、法第 37 条の２（非税理士に対する名義貸し行為の禁止）違反となる。 

なお、税理士業務である申告書等の作成を行った無資格者または会計法人は、法
第 52 条（税理士業務の制限）違反となる。 
 

  

ケース③ 

【無資格者や会計法人が作成した申告書等を基に税理士が 
申告ソフトに入力・署名し代理送信した場合】 
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 【概要】 
  納税者から申告を依頼された無資格者が税理士との雇用関係を偽装し、税理士

がその無資格者に対して自己の名義を利用させた場合 
 
 【解説】 

無資格者が、税理士の使用人としての形式を整えたとしても、実態として税理士
の管理・監督下に無いのであれば、実質的には使用人とは言えない。 

したがって、税理士は無資格者に自己の名義を利用させたこととなり、法第 37
条の２（非税理士に対する名義貸し行為の禁止）違反となる。 

また、税理士業務である申告書等の作成を行った無資格者は、法第 52 条（税理
士業務の制限）違反となる。 
 
【参考】 

税理士が税理士業務の補助業務を行わせるために使用人を雇用する場合、法第
41 条の２（使用人等に対する監督義務）に「税理士は、税理士業務の適正な遂行に
欠けるところのないよう、使用人等を監督しなければならない。」という規定が設
けられているため、税理士の指示に従って、税理士の適切な監督の下でのみ税理士
業務の補助業務を行わせることができるとされているものである。そして適切な監
督が行われているかの指標の一つとして「使用人との雇用関係の有無」が挙げられ、
これは名義貸し行為と判断するための一つとなる。 

したがって、税理士と雇用関係があっても適切な監督がなされていない者が税理
士業務に従事している場合は、その税理士業務の補助業務に従事している者は法第
52 条（税理士業務の制限）に、その税理士は法第 41 条の２（使用人等に対する監
督義務）に、それぞれ違反する可能性がある。  

ケース④ 
【無資格者との雇用関係を偽装し、税理士の名義を利用させた場合】 
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【概要】 
所属税理士が、その所属する税理士事務所の開業税理士に指示され、無資格者が

作成した申告書等に署名した場合 
 

【解説】 
 所属税理士であるＢは、たとえ A 税理士の指示によるものであったとしても、
無資格者の作成した申告書等に署名してはならず、Ｂ所属税理士の行為は、法第 37
条の２（非税理士に対する名義貸し行為の禁止）違反となる。 

また、B 所属税理士に指示をした A 税理士は、無資格者が作成した申告書等に自
ら署名をしたわけではないが、B 所属税理士に対して指示をして署名を行わせてお
り、この行為は反職業倫理的な行為であることから、法第 37 条（信用失墜行為の
禁止）に違反することとなる。 

  なお、税理士業務である申告書等の作成を行った無資格者は、法第 52 条（税理
士業務の制限）違反となる。 

  

ケース⑤ 
【所属税理士に指示し、無資格者作成の申告書等に署名させた場合】 
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 【概要】 

納税者が会計法人に税理士業務及び会計業務を依頼し、会計法人が作成した申告
書等に税理士が署名した場合 

 
 【解説】 

税理士法人以外の法人は税理士が代表者であっても税理士業務を受託すること
はできないので、会計法人及びその従業員が作成した申告書等に税理士が署名した
場合には、法第 37 条の２（非税理士に対する名義貸し行為の禁止）違反となる。 

なお、会計法人及びその従業員が税理士業務を行っている場合には、法第 52 条
（税理士業務の制限）違反となる。 

また、税理士は、税理士業務に対する報酬を委嘱元である納税者から直接収受す
べきであり、納税者以外の者から収受することは、名義貸し行為と判断される上で
一つの要因となる。 
 
【参考】 

会計法人が、納税者との間で税理士業務及び会計業務を一括して契約し、税理士
業務を税理士事務所へ委託する形態は、「会員は、委嘱者から直接業務委嘱を受け
なければならない。」とする規則第 10 条第２項（業務委嘱契約）に抵触することに
なる。 

また、法第 39 条（会則を守る義務）にも違反することとなる。 
  したがって、会計業務を会計法人に行わせたい場合には、税理士業務と会計業務

を税理士事務所で一括して契約した上で、会計業務を主宰会計法人へ委託する方
式を採用すべきである。  

ケース⑥ 
【納税者が、会計法人に税理士業務を依頼した場合】 
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 【概要】 
  会計法人が、税理士事務所から会計業務を受託し、会計法人の従業員が会計業務

のみに従事している場合 
 
 【解説】 
  会計法人の C 従業員が明確に会計業務のみに従事しているため、適正である。 
  なお、会計法人の従業員が税理士業務の補助業務に従事している場合、会計法人

は税理士事務所とは別人格の法人であるため、その従業員は税理士事務所と直接
の雇用関係が無く、税理士としての管理監督がなされたものとはならないことに
留意する必要がある。 

  
【参考】 

法第２条第２項では、税理士は、「税理士の名称を用いて」、「他人の求めに応じ」、
「税理士業務に付随して」会計業務を行うことができるとされている。 

そのため税理士の名称を用いて、税理士業務に付随して委嘱された会計業務を会
計法人に委託する場合、委任契約や請負契約などに基づく責任が生じることを鑑み
ると、会計業務に対する税理士としての責任を明確にするために、主宰会計法人の
代表者には税理士自身が就任すべきである。 

また、会計法人の実質経営者が無資格者でその者の出資割合が多い場合、代表者
に就任している税理士との間でトラブルが発生した際に、その税理士の解任が容易
に行われ、実質経営者による会計法人を利用した税理士法違反につながりやすいと
いう実態があることから、税理士が主宰する会計法人については、出資割合につい
ても支配権の及ぶ範囲を考慮して税理士法違反が生じないよう留意願いたい。  

ケース⑦ 
【会計法人の従業員が会計業務のみに従事している場合】 
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 【概要】 

会計法人の従業員が、会計業務及び税理士業務の補助業務に従事して申告書等を
作成し、税理士が署名した場合 

 
 【解説】 

A 税理士は、自らが主宰する会計法人の B 従業員に申告書等を作成させている
が、Ｂ従業員は税理士事務所の使用人ではなく、税理士としてのＡの監督下にない
ため、Ｂ従業員が作成した申告書等に署名を行ったＡ税理士の行為は、法第 37 条
の２（非税理士に対する名義貸し行為の禁止）違反となる。 

また、会計法人は税理士事務所とは別人格の法人であるため、会計法人の従業員
が税理士業務の補助業務に従事している場合は、法第 52 条（税理士業務の制限）
違反となる。 

 
【参考】 

税理士が使用人を雇用して税理士業務の補助業務を行わせる場合は、法第 41 条
の２（使用人等に対する監督義務）に「税理士は、税理士業務の適正な遂行に欠け
るところのないよう、使用人等を監督しなければならない。」という規定により、
税理士の指示に従って、税理士の適切な監督の下でのみ税理士業務の補助業務を行
わせることができるとされているものである。 

税理士が主宰する会計法人であっても、税理士事務所とは別人格の法人として業
務を行っているため、その会計法人の従業員が申告書等を作成した場合には、税理
士が自己の判断に基づいて申告書を作成したことにはならない。 

ケース⑧ 【会計法人の従業員が税理士業務の補助業務にも従事した場合】 
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 【概要】 
  テレワークに際し、事務所が有する様々なデータを一カ所に集約し、統一された

ルールで管理するなど、データの一元管理を行い、税理士による使用人の適切な監
督が行われている場合 

 
 【解説】 

法第 41 条の２には「使用人等に対する監督義務」が規定されており、使用者で
ある開業税理士及び税理士法人の社員税理士（使用者税理士）は、税理士業務の適
正な遂行に欠けるところのないよう、所属税理士及び使用人その他の従業者に対し、
適切な監督を行わなければならないと規定されている。 

  データの一元管理とは、例えば、使用人が行っている業務を税理士がいつでも確
認できる状態にしておくこと、また、使用人が勝手に申告を行えないよう税務会計
システムに制限をかけることなどが挙げられる。 

 
【参考】 
  使用人監督義務については、税理士法基本通達 41 の２-１に具体的な記載があ

るため、そちらも参考にされたい。 
  
  

ケース⑨ 
【テレワークに際しデータの一元管理が行われている 

など適切に監督されている場合】 
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 【概要】 
  テレワークに際しデータの一元管理が行われていないなど、適切に監督されて

いない場合 
 
 【解説】 

 使用人の適切な監督を行うためには、サーバ又またはクラウド等を利用するなど、
データを一元管理することが望ましい。仮に税理士の適切な監督がなされていない
状態で、税理士資格の無い使用人等が税理士業務を行ってしまうと、使用者である
A 税理士は法第 41 条の２（使用人等に対する監督義務）違反に、使用人は法第 52
条（税理士業務の制限）違反となる可能性がある。 
 法第 41 条の２違反であることにより、法第 46 条（一般の懲戒）に規定する懲戒
事由に該当することとなった場合には、戒告又は１年以内の税理士業務の停止の処
分が下されることに留意されたい。 
 

※税理士事務所（本拠）以外で業務を行う場合の留意事項については、日税連業務対策部が
令和５年３月に作成・公表している「税理士事務所等の内部規律及び内部管理体制に関す
る指針」を参考にされたい。 

https://www.nichizeiren.or.jp/wp-content/uploads/member/doc/2303naibukiritsushishin.pdf 
   

ケース⑩ 
【テレワークに際しデータの一元管理が行われていない 

など適切に監督されていない場合】 
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おわりに 
ここまで「名義貸し行為可否の指標フローチャート」並びに名義貸し行為及び税理士

業務の制限違反を中心とした 10 の具体的な事例を取り上げることで、名義貸し行為と
ならないための指標として、 

①税理士が納税者から直接税理士業務の委嘱を受け、また、報酬を納税者から直接収受する 
②税理士業務の補助業務に従事している使用人が、税理士の適正な管理監督下にある  
③税理士が自己の判断で税務書類を作成する 

――ことが必要であると示してきた。 
 中でもケース②及び③については、無資格者等が作成した申告書等に税理士が署名
をすることに関して、あたかも適正であるかのように無資格者等から説明を受け、その
発言を鵜呑みにした結果、名義貸しに手を染めることになってしまったという事例が
少なからず生じていることから、自らの行為が名義貸しに該当しないかを再確認願い
たい。 
 さらにケース⑥については、先代の税理士が亡くなったことを受けて使用人や家族
などが会計法人を立ち上げ、当該会計法人で税理士業務を受託し報酬を収受している
というケースが見受けられる。 
 また、主宰会計法人についても、その運営方法によっては名義貸し行為及びその他の
法令違反となるおそれがあることから、適切な運営を行うための注意点及び留意事項
を「主宰会計法人の適正な運営の指標フローチャート」により示している。 
 名義貸し行為に該当するか否か及び会計法人の運営方法が適切か否かについて簡易
的に判定を行うことができるため、ぜひ一度フローチャートを用いてのチェックを行
っていただきたい。 

本事例集では取り上げられなかったが、財務大臣による懲戒処分を受けたことによ
り業務停止中である税理士や、税理士業務を禁止され税理士登録を抹消されている元
税理士に名義を貸与した場合であっても、名義貸し行為として懲戒処分の対象となる
ことに留意する必要がある。 

さらに言えば、令和 4 年法改正により通達が見直され、税理士事務所から離れた場
所において使用人が行う業務については、ケース９及び 10 で示したように、サーバや
クラウド等を用いたデータの一元管理などによる使用人の適切な監督が要請されるこ
ととなった。今後は使用人の適切な監督が一層重要になると考えられることから、この
点についても特段の配慮が必要になってくるであろう。 

名義貸し行為等の違反行為は決して他人事ではなく、会員自身の問題であると自覚
し、自らの行為が名義貸しに該当しないかという意識と良識ある判断に基づき、将来に
わたって名義貸し行為の起こらぬよう、税理士事務所及び主宰会計法人の運営に配慮
していただきたい。  
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〇資料集 

 
税理士法（抜粋） 

 
（税理士の使命） 

第一条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつ
て、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命
とする。 
 
（税理士の業務） 

第二条 税理士は、他人の求めに応じ、租税（印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税（地方税法（昭和二
十五年法律第二百二十六号）第十条の四第二項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をい
う。）、法定外目的税（同項に規定する法定外目的税をいう。）その他の政令で定めるものを除く。第四十
九条の二第二項第十一号を除き、以下同じ。）に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。 

一 税務代理（税務官公署（税関官署を除くものとし、国税不服審判所を含むものとする。以下同じ。）に対
する租税に関する法令若しくは行政不服審査法（平成二十六年法律第六十八号）の規定に基づく申告、申
請、請求若しくは不服申立て（これらに準ずるものとして政令で定める行為を含むものとし、酒税法（昭和
二十八年法律第六号）第二章の規定に係る申告、申請及び審査請求を除くものとする。以下「申告等」とい
う。）につき、又は当該申告等若しくは税務官公署の調査若しくは処分に関し税務官公署に対してする主張
若しくは陳述につき、代理し、又は代行すること（次号の税務書類の作成にとどまるものを除く。）をい
う。） 

二 税務書類の作成（税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関
する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類（その作成に代えて電磁的記録（電子
的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子
計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）を作成する場合における当該電磁的記録を
含む。以下同じ。）で財務省令で定めるもの（以下「申告書等」という。）を作成することをいう。） 

三 税務相談（税務官公署に対する申告等、第一号に規定する主張若しくは陳述又は申告書等の作成に関し、
租税の課税標準等（国税通則法（昭和三十七年法律第六十六号）第二条第六号イからヘまでに掲げる事項及
び地方税（森林環境税及び特別法人事業税を含む。以下同じ。）に係るこれらに相当するものをいう。以下
同じ。）の計算に関する事項について相談に応ずることをいう。） 

 
２ 税理士は、前項に規定する業務（以下「税理士業務」という。）のほか、税理士の名称を用いて、他人の

求めに応じ、税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を業
として行うことができる。ただし、他の法律においてその事務を業として行うことが制限されている事項に
ついては、この限りでない。 

 
（署名の義務） 

第三十三条 税理士又は税理士法人が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官
公署に提出するときは、当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。この場合
において、当該申告書等が租税の課税標準等に関する申告書又は租税に関する法令の規定による還付金の還
付の請求に関する書類であるときは、当該申告書等には、併せて本人（その者が法人又は法人でない社団若
しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものであるときは、その代表者又は管理人）が署名しなけ
ればならない。 

２ 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に
署名しなければならない。 

 
（信用失墜行為の禁止） 

第三十七条 税理士は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 
 

（非税理士に対する名義貸しの禁止） 
第三十七条の二 税理士は、第五十二条又は第五十三条第一項から第三項までの規定に違反する者に自己の名

義を利用させてはならない。 
 

（会則を守る義務） 
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第三十九条 税理士は、所属税理士会及び日本税理士会連合会の会則を守らなければならない。 
 
（使用人等に対する監督義務） 

第四十一条の二 税理士は、税理士業務を行うため使用人その他の従業者を使用するときは、税理士業務の適
正な遂行に欠けるところのないよう当該使用人その他の従業者を監督しなければならない。 

 
（懲戒の種類） 

第四十四条 税理士に対する懲戒処分は、次の三種とする。 
一 戒告 
二 二年以内の税理士業務の停止 
三 税理士業務の禁止 
 

（脱税相談等をした場合の懲戒） 
第四十五条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたと

き、又は第三十六条の規定に違反する行為をしたときは、二年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁
止の処分をすることができる。 

２ 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は二年以内の税理
士業務の停止の処分をすることができる。 

 
（一般の懲戒） 

第四十六条 財務大臣は、前条の規定に該当する場合を除くほか、税理士が、第三十三条の二第一項若しくは
第二項の規定により添付する書面に虚偽の記載をしたとき、又はこの法律若しくは国税若しくは地方税に関
する法令の規定に違反したときは、第四十四条に規定する懲戒処分をすることができる。 

 
（社員の競業の禁止） 

第四十八条の十四 税理士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する
業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。 

２ 税理士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその税理士法人の業務の範囲に属する
業務を行つたときは、当該業務によって当該社員又は第三者が得た利益の額は、税理士法人に生じた損害の
額と推定する。 

 
（業務の執行方法） 

第四十八条の十五 税理士法人は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。 
 

（税理士業務の制限） 
第五十二条 税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を

行つてはならない。 
 
（名称の使用制限） 

第五十三条 税理士でない者は、税理士若しくは税理士事務所又はこれらに類似する名称を用いてはならな
い。 

２ 税理士法人でない者は、税理士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 
３ 税理士会及び日本税理士会連合会でない団体は、税理士会若しくは日本税理士会連合会又はこれらに類似

する名称を用いてはならない。 
４ 前三項の規定は、税理士又は税理士法人でない者並びに税理士会及び日本税理士会連合会でない団体が他

の法律の規定により認められた名称を用いることを妨げるものと解してはならない。 
 
第五十九条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、二年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 
一 税理士となる資格を有しない者が、日本税理士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして税理士

名簿に登録させたとき。 
二 第三十七条の二（第四十八条の十六において準用する場合を含む。）の規定に違反したとき。 
三 第三十八条（第五十条第二項において準用する場合を含む。）又は第五十四条の規定に違反したとき。 
四 第五十二条の規定に違反したとき。 
 
２ 前項第三号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。 
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税理士法基本通達（抜粋） 

 
第 41 条の 2《使用人等に対する監督義務》関係 

（使用人等に対する監督義務） 

41 の 2－1 税理士の使用人その他の従業者（以下「使用人等」という。）に対する監督義務は、税理士及びそ

の使用人等が事務を行う場所によって異なることはない。したがって、使用人等に対する監督方法として、

対面による監督を行うことができない場合でも、情報通信技術を利用する方法などにより、適切に監督が行

われている場合には、監督義務が果たされていると判断することに留意する。 

なお、情報通信技術を利用した使用人等の適切な監督方法としては、例えば、次に掲げるような、事前及

び事後の確認を行う方法がある。 

(1) 使用人等と委嘱者等との情報通信技術を利用した打合せに、使用者である税理士が情報通信技術を利用

して参加する方法 

(2) 使用人等が税理士業務の補助を行った履歴について情報通信技術を利用して確認する方法 
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〇〇税理士会綱紀規則（準則）（抜粋） 
 

 
 
（趣旨） 
第１条 この規則は、会則第○○条の規定に基づき、会員の品位保持及び使用人その他の従業者（以下「使用

人等」という。）の監督に関し、必要な事項を定める。 
 
（会則等の遵守） 
第２条 会員は、税理士に関する法令、日本税理士会連合会（以下「連合会」という。）の会則並びに本会の会

則、規則及び細則（以下「会則等」という。）を誠実に守らなければならない。 
 
（使命及び職責の遂行） 
第３条 会員は、税理士法（以下「法」という。）第１条に規定する税理士の使命の重要性を認識し、その職責

を遂行するため、高潔な人格の陶冶と円満な常識の涵養に努め、税理士の業務に関連する法令と実務に精通
しなければならない。 

 
（品位保持） 
第４条 会員は、その使命に鑑み各自その品位を保持するとともに、常に税理士の社会的信用の向上に努めな

ければならない。 
 
（所属税理士の業務） 
第６条の２ 所属税理士である税理士会員（以下この条において「所属税理士」という。）が他人の求めに応じ

自ら委嘱を受けて法第２条第１項又は第２項の業務に従事しようとする場合には、その都度、あらかじめ、
その使用者である税理士又は税理士法人の書面による承諾を得なければならない。 

２ 前項の承諾を得た所属税理士は、次の各号に掲げる事項を記載した書面に同項の承諾を得たことを証する
書面の写しを添付した上、これを委嘱者に対して交付し、当該事項につき説明しなければならない。 

（１）所属税理士である旨 
（２）その勤務する税理士事務所の名称及び所在地又はその所属する税理士法人の名称及び勤務する事務所（当

該事務所が従たる事務所である場合には、主たる事務所及び当該従たる事務所）の所在地 
（３）その使用者である税理士又は税理士法人の承諾を得ている旨 
（４）自らの責任において委嘱を受けて前項に規定する業務に従事する旨 
３ 前項の書面の交付に当たっては、所属税理士は、当該書面に署名しなければならない。 
４ 所属税理士は、第２項の規定により説明を行った場合には、その旨を記載した書面に同項の委嘱者の署名

を得なければならない。 
５ 所属税理士は、前項の署名を得た書面の写しをその使用者である税理士又は税理士法人に提出しなければ

ならない。 
６ 所属税理士は、第１項の承諾を得て自ら委嘱を受けた同項に規定する業務が終了したとき又は同項の承諾

を得たにもかかわらず委嘱を受けるに至らなかったときは、速やかに、その使用者である税理士又は税理士
法人にその旨を報告しなければならない。 

 
（署名の義務） 
第９条 会員が税務代理をする場合において、租税に関する申告書等を作成して税務官公署に提出するときは、

当該税務代理に係る税理士は、当該申告書等に署名しなければならない。 
２ 会員が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名しなければな

らない。 
 
（業務委嘱契約） 
第１０条 会員は、委嘱者との業務委嘱契約を忠実に守り、紛議等が生じないよう努めなければならない。 
２ 会員は、委嘱者から直接業務委嘱を受けなければならない。 
３ 会員は、業務委嘱契約を解除したときは、やむを得ない事由による場合を除き、すみやかに委嘱者に帰属

する帳簿等を返還しなければならない。 
 
（信用失墜行為の禁止） 
第１２条 会員は、税理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 
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（使用人等の監督） 
第１７条 会員（所属税理士である税理士会員を除く。）は、税理士の業務に係る使用人等が、会則等に違反す

る行為を行わないよう監督しなければならない。 
 
（不正な税務代理等の禁止） 
第１９条 会員は、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしてはならない。 
２ 会員は、自己以外が作成した税務書類について、署名してはならない。 
 
（業務の執行方法） 
第２０条 会員は、税理士でない者に税理士業務を行わせてはならない。 

 
（名義貸しの禁止） 
第２３条 会員は、いかなる場合においても、何人にも税理士又は税理士法人としての自己の名義を利用させ、

又は利用するおそれのあるような便宜を与えてはならない。 
 
（非税理士との関連排除） 
第２４条 会員は、直接であると間接であると又は有償であると無償であるとを問わず、法第５２条又は法第

５３条第１項若しくは第２項の規定に違反する者又はその疑いのある者と次の関係を結んではならない。 
（１）税理士業務を行うための事務所を共同使用し又は賃貸借すること。 
（２）業務上のあっ旋を受け、又は紹介すること。 
（３）実質上の使用人となり、又は雇用すること。 
（４）業務を代理し、又は業務に関与すること。 
（５）業務上の便宜を与えること。 
 
（社員の競業の禁止） 
第３０条 税理士法人の社員である税理士会員は、自己若しくは第三者のために、その税理士法人の業務の範

囲に属する業務を行い、又は他の税理士法人の社員となってはならない。 
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